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長
崎
貿
易
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巻

ー，、

第

披

九

長
崎
貿
易
に
於
げ
る
銅
及
び
銀
の
支
那
轍
出
に
就
い
て
(
下
)

野

矢

イ二

，-， 

銀
も
亦
日
本
の
重
要
な
輸
出
品
で
あ
っ
た
。
長
崎
御
用
書
物
に
「
昔
年
よ
b
異
国
商
資
相
謝
に

t
、
金
銭
の
渡

高
血
柑
御
橋
、
異
国
人
心
弐
第
に
金
銀
い
か
程
ト
い
て
も
持
波
申
候
」
三
百
っ
て
あ
b
、
銅
は
寛
氷
十
周
年
域
一
、
一
位

識
に
輸
出
を
禁
性
ら
れ
、
舎
は
ナ
ホ
ヅ
ド
川
口
蹴
る
正
、
寛
永
十
入
年
出
…
L
応
出
件
、
に
輪
闘
を
禁
せ
ら
れ
た
。

然

L
銀
は
猶
ほ
輸
出
を
枯
骨
骨
ら
る
、
仁
至
ら
な
か
う
た
。
銀
で
な
り
れ
ば
外
国
の
輸
入
貨
物
に
劃
す
る
決
梼
が
出

療
な
い
Y

様
に
な
っ

τ居
た
・
』
ピ
は
明
か
で
ゐ
る
。

然
る
に
鍋
は
正
保
二
年
ま
で
輪
出
を
禁
も
ら
れ
、
正
保
二
年
耀
本
調
何
年
、
に
至
っ
て
慨
に
其
の
禁
を
解
か
れ

た
。
金
は
寛

f
三
年
間
一
位
献
言
年
、
ま
で
輸
出
を
禁
守
ら
れ
た
明
、
寛
文
四
年
か
ら
和
蘭
人
が
金
を
買
渡
っ
た
』

芭
は
長
崎
士
山
に
見
え
て
居
る
。
新
村
博
士
所
療
の
長
崎
根
元
記
に
、
「
寛
文
四
長
年
以
前
は
異
闘
b
金
持
波
事
御
停

止
也
」
ご
言
つ
で
あ
る
。
寛
文
四
年
か
ら
金

ω輸
出
の
禁
は
解
か
れ
た
様
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
和
繭

ωみ
に
謝
し

て
僚
件
附
き
仁
解
か
れ
た

ω
で
あ
っ
て
、
金
の
輪
出
の
禁
が
異
に
解
か
れ
た
の
は
寛
文
八
年
間
哨
世
献
抗
日
言
、
で
の
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品。
長
崎
根
元
記
に
前
遜
り
如
(
寛
文
四
年
以
前
に
於
て
は
金
の
外
岡
輸
出
が
禁
せ
ら
れ
て
居
た
様
に
逃
ぺ
て
あ
る

が
、
そ
れ
ご
同
時
に
、
「
寛
文
七
末
年
迄
は
異
同
白
金
子
波
候
儀
御
停
止
に
て
、
異
閣
官
問
責
白
銀
計
に
て
仕
る
、
然

出
陣
寛
文
入
申
年
諸
方
山
々
よ
り
出
候
臼
銀
次
第
に
減
少
故
、
比
年
よ
り
商
資
之
儀
金
子
を
以
仕
候
」

Z
鴻
ぺ
て
あ

る
。
寛
文
四
年

ω金
輸
出
解
禁
に
就
い
て
は
、
同
書
に
「
此
年
(
長
崎
奉
行
口
)
阿
蘭
陀
人
方
よ
b
金
五
百
岡
雨
替

之
儀
御
赦
品
目
被
下
候
様
に

Z
奉
胤
慮
に
、
然

ιば
金
子
堂
雨
に
付
六
十
八
匁
之
雨
替
に

τ可
持
渡
哉
、
左
候
は
ば

可
遂
赦
品
目
之
由
畠
.
阿
蘭
陀
人
方
よ
り
直
段
は
如
何
程
に
成
共
仰
に
随
ひ
可
申
之
旨
に

τ領
掌
、
則
其
年
よ
h
初

て
五
百
雨
願
之
週
被
赦
兎
」
ご
見
え
・
骨
同
時
長
崎
山
り
相
場
・
金
子
一
一
則
銀
七
十
人
匁
で
ゐ
っ
た

ωに
、
「
和
蘭
人
を

L
τ
銀
六
十
八
匁
に
て
持
渡
ら
し
む
れ
ば
、

日
本
ご
し
て
金
子
一
一
同
に
付
十
匁
品
仰
の
利
潤
が
め
っ
た
静
で
、
和
蘭

は
此
の
僚
件
を
承
諾
し
た
の
で
、
特
に
其

ω輪
出
を
許
し
た
の
で
あ
る
。
其
の
時
は
金
は
特
に
輪
出
を
許
吾
れ
た

の
で
ゐ
っ
て
、
銀
は
矢
張
h
商
貰
の
本
筋
ご
し
て
輸
出
を
禁
壱
ら
る
、
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

銀
が
輪
出
を
禁
告
ら
る
、
に
至
っ
た
の
は
前
述
の
如
〈
寛
文
八
年
で
、
其
の
輪
出
禁
止
が
問
題
己
な
っ
た
の

は
、
舗
の
そ
れ
よ
b
も
首
金

ωそ
れ
よ
h
も
後
れ
た
露
で
あ
る
。
私
は
銅
や
金

ω輪
出
が
銀
の
そ
れ
に
先
だ
っ
て

問
題
Z
な
っ
た
の
は
、
銀
の
場
合
に
問
題
ご
な
っ
た
様
な
意
味
に
於
て
で
は
な
い
Z
考
へ
る
q

銀
の
輸
出
が
問
題
ご
な
っ
た
の
は
、
日
本
の
嘗
局
者
を
し
吃
、
長
崎
貿
易
の
制
限
ご
云
ふ
噂
』
芭
を
始
め

τ真
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論

議

長
崎
武
易
に
於
町
る
銅
及
世
銀
白
支
那
輸
出
に
就
い
て

捧
ニ
+
穴
巻
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第

現

臼
仁
考
へ
な
り
れ
ば
な
ら
必
様
に
な
苦
し
め
た
・
』
古
か
ら
言
っ
て
も
、
非
常
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
。

崎
陽
群
談
に
、
糸
割
符
法
が
破
れ
て
長
崎
貿
易
が
相
謝
貿
易
Z
な
り
し
縛
め
、
支
那
人
な
b
和
隣
人
な
り
よ
り

貫
入
品
、
一
克
直
段
は
次
第
に
高
直
Z
な

h
、
そ
れ
だ
け
之
を
賀
入
る
、
商
人
は
口
銭
の
高
を
減
じ
て
共
の
不
利
を

場
補
L
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
吉
、
な
h
・
其
の
結
果
長
崎
地
下
中
の
助
成
減
少
ご
な

b
、
夏
に
長
崎
の
人
口
減
少

を
戒
し
、
漸
々
-
官
同
人
は
か
・
9
仁
な
h
し
こ
ピ
を
述
べ
、

第
一
は
長
闘
え
柑
躍
り
候
金
銀
白
員
艦
大
分
自
事
に
成
行
候
、
此
儀
制
時
時
布
之
候
慮
、
其
帥
諸
岡
山
々
よ
り
豊
年
に
山
供
金
銀
自
員
政
柿
別
多

〈
候
よ
し
、
加
樹
に
て
は
末
々
本
羽
山
金
銀
減
し
可
申
と
て
、
其
節
山
中
平
行
に
皮
々
桐
宜
儀
有
之
慌
得
共
、
相
替
依
存
寄
も
錦
之
候
敷
・
監
年
右

之
過
に
て
宥
之
候
、
北
内
漸
{
品
目

A
大
郎
在
勤
之
節
、
寛
丈
回
年
阿
耐
附
陀
位
相
渡
L
金
子
之
耐
替
を
六
十
人
匁
に
刷
定
品
、
赴
に
て
此
間
金
一

ヶ
年
に
五
百
雨
程
上
り
依
迄
に
て
布
之
快
事
、

宜
文
十
一
年
牛
込
忠
左
衛
門
奉
行
被
抑
付
、
常
地
臼
能
越
候
、
老
巾
柳
列
匝
に
て
被
仰
雄
候
は
、
其
簡
の
拡
に
で
は
、
年
々
に
再
闘
h
利
雄
り
依

命
訟
の
貝
艦
大
分
自
事
に
て
、
木
々
に
至
り
以
心
肝
不
可
除
払
時
、
日
本

ω鵠
制
奉
A

可
申
儀
に
候
問
、
是
非
料
簡
打
、
両
氏
自
仕
形
相
匝
め
航
様

に
と
被
仰
渡
幌
由
、
夫
よ
り
忠
左
衛
門
色
々
了
簡
を
以
て
市
法
貨
物
商
斑
白
法
相
究
め
候
、

Z
言
っ
て
あ
る
。
叉
古
集
記
一
し
も
品
仙
の
時
期
仁
閲
す
る
も
の
、
如
〈
、

段
々
肱
人
共
不
自
由
成
る
事
無
之
候
、
就
去
、
庖
人
共
商
買
の
儲
能
考
へ
毎
年
率

M
L
て
諸
色
高
直
に
葉
、
高
明
を
と

n'・
英
国
白
金
掛
無
陣
持

主血
る

Z
云
ふ
記
事
が
見
え

τ居
る
。
如
何
に
幕
府
が
嘗
時
物
債
の
高
宜
、
金
銭
の
濫
出
仁
就
い
て
苦
慮
し
た
か
は
分
か

る。
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長
崎
阻
覚
書
に
、

斑
文
λ
革
、
河
野
描
右
描
門
、
松
平
桂
三
郎
事
行
之
節
、
阿
胸
陀
山
人
に
被
申
故
は
、
奥
歯
よ
り
持
法
甜
貨
物
、
高
年
上
り
尚
人
共
に
下
直
に
嗣

買
せ
被
成
候
問
、
此
段
相
心
得
来
朝
す
へ
き
山
世
申
雌
翌
年
阿
野
地
右
幅
円
、
庇
人
阿
臨
陀
持
政
る
所
の
融
市
、
二
十
年
以
車
よ
り
此
年
ま
で

の
分
、
被
選
詮
議
凪
に
、
ニ
十
年
山
融
市
大
十
高
賀
目
に
及
、
一
ヶ
年
に
三
南
町
目
程
な
刊
少
、
日
本
之
山
々
よ
リ
銅
山
す
白
銀
を
、
銀
座
に
て
政

立
る
丁
組
前
凡
七
千
賀
目
に
不
調
、
鈷
位
果
闘
へ
年
々
無
陣
持
政
り
侠
は
て
日
本
之
錦
亭
覗
節
に
減
じ
、
不
宜
供
事
之
-
向
、
就
夫
晶
崎
に
苧
骨

地
下
雄
前
入
品
、
工
夫
を
以
て
、
異
同
貨
下
車
に
可
買
取
方
便
を
鍋
謹
鹿
寄
付
首
上
可
仕
山
、
町
年
寄
苗
行
司
を
以
拙
申
付
、
役
人
と
も
も
い
土

官
て
首
上
に
可
及
工
夫
な
{
、
静
に
高
付
主
上
事
も
無
之
候
、

い
」
可
申
出
之
由
、
然
る
に
よ
り

E
ケ
創
立
向
人
拘
寄
、
及
談
合
と
い
へ
共

Z
見
え
、
長
崎
御
用
書
物
仁
も
略
ぽ
同
様
の
記
事

昔
年
よ
り
呉
幽
商
斑
相
謝
に
て
モ
金
組
山
雄
白
血
…
御
格
、
阿
見
闘
入
品
失
銘
に
金
融
い
品
程
に
で
も
持
叫
申
幌
、
掠
る
蕗
寛
文
入
申
年
、
阿
野
櫨

右
衛
門
様
、
松
平
甚
三
郎
様
御
支
配
内
山
怖
、
諸
岡
鉱
山
よ
り
山
依
白
銀
究
第
に
成
車
一
致
し
、
湖
〈
七
千
賀
目
に
不
過
候
、
到
凶
に
持
法
一
品
二
十

年
白
柳
平
均
帳
へ
は
、
一
ヶ
年
に
三
高
官
鵠
持
政
り
供
、
此
分
に
て
は
次
第
に
日
本
山
銀
組
可
申
供
、
抗
之
・
典
闘
K
飢
子
不
渡
工
夫
可
有
之

候
、
第
一
提
闘
諸
色
府
人
共
荷
風
に
せ
り
買
日
艇
に
よ
り
、
組
手
過
分
に
持
世
帳
、
長
崎
商
人
と
も
了
簡
を
以
、
諸
色
せ
り
不
中
、
下
直
に
買
巾

手
立
を
吋
仕
向
、
町
中
に
被
仰
甘
悦
に
付
、
役
人
と
も
色
々
宰
議
れ
い
候
得
井
一
・
と
し
て
錫
何
千
立
も
無
制
庫
、
其
越
に
て
被
剖
世
候

が
見
え
て
居
る
o

如
何
に
嘗
局
者
が
ま
た
銀
の
輪
出
を
制
限
せ
ん
ど

L
て
苦
心

L
た
か
は
察
せ
色
れ
る
。
幕
府
が

銀
の
輸
出
を
禁
宇
る
に
先
だ
も
・
支
那
人
和
蘭
人
前
の
買
直
段
を
下
直
な
ら
し
め
て
、
共
の
輸
出
制
限
の
目
的
を

遼
せ
ん
ご
し
た
こ
ど
は
、
長
崎
記
牧
銭
の
寛
文
戊
申
年
唐
般
入
津
よ
り
長
崎
在
留
中
貨
に
、

一
、
唐
舶
荷
物
両
貰
由
時
分
、
せ
り
買
仕
剛
政
旨
、
町
年
等
共
よ
り
和
脳
性
事

論

叢

長
崎
貿
易
に
於
げ
る
銅
且
刊
日
銀
の
支
那
輸
血
に
就
い
て

部
二
十
六
巷

= 

え

第
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論

議

寛
文
十
庚
成
年
、
尉
舶
阿
川
咽
陀
蹄
帆
前
目
、
異
聞
貨
物
車
年
よ
り
下
直
に
斑
せ
可
被
成
旨
被
仰
波
僻
待
北
、
事
年
(
賞
丈
十
一
年
)
入
常
山
代
物
別

て
替
事
も
鉱
之
、
結
川
円
高
直
山
相
場
に
斑
巾
候
、
悼
之
、
首
年
蹄
帆
帥
聞
に
車
年
よ
り
は
醐
下
直
に
直
せ
可
被
成
幌
問
、
心
主
第
抑
止
海
可
ぽ
山
阿
野

描
右
衛
門
様
被
仰
政

言
見
え
て
居
る
。
然
し
そ
れ
位
の
こ
己
で
は
北
一

ω目
的
を
達
す
る
-
』
ご
が
出
来
ぺ
〈
も
な
か
っ
た
の
で
、
遂
に
銀

輪
出
禁
止
Z
一
百
ム
最
後

ω手
段
に
出
づ
る
二
吉
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

長
崎
根
7c 
記

寛
文
入
申
年
諦
方
山
L
H

よ
り
出
悼
向
脱
衣
協
に
減
φ
故
此
年
よ
り
繭
貰
之
偽
金
子
を

M
仕
紙
、
金
子
底
此
之
偽
は
時
々
の
相
場
に
て
可
相
波
之
由

被
仰
付
候
故
、
金
子
堂
起
に
付
五
十
七
八
弾
之
相
場
に

τ阿
山
附
陀
出
入
金
子
持
波
候

苫
見
え
、
長
崎
士
山
U
和
蘭
舶
の
長
崎
入
港
を
叙

L
、

寛
文
人
民
申
年
、
是
迄
拙
商
貰
に
て
年
々
英
大
之
総
持
蹄
候
故
、
今
年
よ
り
金
耐
貨
に
被
抑
刊

。

吉
見
え
、
正
保
事
録
に
も
、

克
V
A

八
年
、
主
月
闘
世

持
岡
両
翼
政
代
山
儀
、
只
今
迄
は
銀
子
に
て
被
遺
恨
刊
日
北
、
昔
年
土
り
金
子
に
C
阿
山
陀
出
船
共
に
被
遺
悼
川
、
北
段
町
巾
臼
相
個
可
申
者
也
、

申

五

月

右
之
掴
被
仰
付
供
問
、
町
中
家
持
は
不
及
申
、
借
家
賠
借
等
迄
、
長
崎
位
館
下
候
商
人
共
位
、
此
旨
念
皮
相
守
帳
様
可
申
間
供
、
山
ず
も
這
背
仕
同

通杭一見容百四十九、同上、

長崎根元祖六七、阿蘭砲丸金子渡り拍嗣替弁間金制 9iI::帯、

長時志容丸、阿蘭陀船入常#雑事之部、
調航-:11:を百五十六、長崎描呉国趣向総括部十九・商法伺代金銀畢規定、
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政
候

以
上

申

五

月

正
見
え
、
古
集
記
に
も
、

光
正
八
年
、
松
平
酪
三
郎
京
行

ω
時
、
自
制
毎
年
九
倒
h
州
政
さ
は
、
日
本
山
組
・
究
第
に
可
晴
白
山
に
て
、
是
よ
り
オ
ラ
ン
〆
唐
人
共
に
金
子
持

渡
る
へ
し
と
て
・
同
十
一
亥
年
ま
で
四
年
の
問
、
白
銀
制
停
止
に
て
、
晶
子
に
て
持
わ
た
る
な
り

吉
見
え
、
叉
延
貿
長
崎
記
川
い
も
・

宿
文
入
年
、
棚
停
止
物
処
症
の
内

一
、
跡
々
は
誕
闘
~
丁
叫
持
波
候
慮
、
施
主
入
申
年
度
よ
り
、
銀
子
御
停
止
に

C
晶
子
持
拡
候
事
、

宜
文
十
一
辛
事
年
=
月
、
唐
船
師
帆
山
飾
船
頭
上
ゆ
益
山
手
間
岬
魁
ケ
拍
開
山
内

一
、
丁
銀
#
友
批
鋭
、
・
9
も
持
能
不
巾
候
事
通
航
一
盟
本
に
、
「
M
悼
す
る
に
前
年
枝
市
叩
由
船
な
る
ペ

L
、
是

年
よ
り
叉
了
鋭
制
施
山
事
長
崎
回
に
見
ゅ
ι
主
申
註
あ
り

Z
見
え
て
居
る
。

寛
文
十
二
年
贈

ζ
H一
一
年
、
市
法
班
員
リ
伐
の
制
定
せ
ら
れ
し
時
、
幕
府
は
支
那
の
金
相
場
下
庖
に
し
て
、
支
那

人
が
金
商
貨
を
迷
惑
ご
す
る
事
情
を
知
え
特
に
支
那
に
蝉
劃
し
て
銀
商
資
ι
町長
L
、
和
蘭
に
岨
到
し
て
は
依
然
金
商

自
民
ご
な
し
、
金
商
貨
も
兎
文
入
年
以
来
の
四
年
聞
の
如
〈
「
時
々
之
相
場
」
で
な
〈
、
寛
文
四
年
か
ら
同
七
年
ま
で

の
金
子
一
一
附
六
十
入
朱
替

ω相
場
で
行
は

L
む
る
こ
吉
、
し
た
の
で
め
る
。

長
崎
根
元
記
に
、

諭

叢

ブE

七

長
崎
見
易
に
於
け
る
銅
及
世
銀
白
支
那
楠
出
に
就
い
て

第
二
十
穴
巷

第

競

逼航-j聖書百五十六.長崎地見圃通商館括部十九、商法

長崎拙元日目円七、同よ、
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14) 
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議

長
崎
刈
晶
に
於
け
る
銅
及
び
都
内
支
那
輸
出
に
就
い
て

第
二
十
六
在

輸

第

現

丸
F、

て
寛
文
十
二
子
年
牛
込
山
山
左
術
門
、
阿
野
孫
九
郎
支
配
之
川
州
、
県
側
耐
斑
市
誌
と
巾
蜘
引
佐
に
成
、
其
剥
川
山
附
陀
人
白
被
申
騒
候
は
、
先
年
黒

川
製
兵
衛
、
品
川
孔
太
郎
白
金
子
持
技
度
制
申
供
、
其
飾
金
一
寸
一
副
大
十
八
匁
之
副
替
に
峠
可
諦
取
は
放
兜
可
中
山
被
中
村
之
露
、
其
泊
請
合
候

て
段
々
に
大
分
制
調
供
、
右
沓
例
布
之
供
問
、
川
町
附
陀
口
金
尚
武
に
中
村
供
、
依
之
小
判
之
前
古
例
之
泊
六
十
八
匁
に
て
可
読
面
識
と
被
附
雄

之
盛
、
悲
提
供
之
旨
舗
法
判
、
就
央
市
訟
之
吋
分
大
分
之
尚
斑
金
子
に
で
仕
也
、
庖
人
は
金
子
市
に

C
下
山
且
に
御
座
供
故
及
迷
惑
候
に
付
、
銀
前

直
に
柚
申
什
帳
也

ご
見
え
て
居
品
。

葡
萄
牙
人
は
金
一
正
同
様
仁
銀
を
輪
出
し
た
u

市
川
萄
牙
人
が
某

ω
日
本
貿
易
の
末
年
に
於

τ
さ
へ
年
々
輸
出
し
た

ル
に
葡
萄
牙
貿
易
の
級
衰
の
時
期
で
あ
る
西
暦
一
六
三
六
年
(
寛

銀
は
少
か
ら
ゲ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ゲ

ム

.7
ュ

永
十
三
年
)

に
於
て
す
ら
二
千
三
百
五
十
箱
郎
ち
二
百
三
十
五
高
雨
(
ニ
高
三
千
五
百
貨
目

)ω
銀
は
、
四
般
の
般

で
二
百
八
十
七
人
の
葡
萄
牙
人
及
び
其
の
親
族
谷
族
Z
共
仁
長
崎
か
ら
7

カ
オ
に
轍
迭
古
れ
た
こ
ご
が
見
え
て
底

品。
ミ
ュ
ン
ス

7
w
ペ
ル
ヒ
は
支
那
で
は
金
も
産
出
せ
ぬ
が
、
亦
銀
も
産
出
し
な
い
、
然
L
交
換
の
媒
合
物

Z
L
て

は
一
専
ら
銀
は
周
ゐ
ら
れ
・
関
値
の
関
係
上
銀
は
輸
入
仁
有
刺
で
あ
り
、
金
は
輪
出
に
有
利
で
あ
っ

τ、
古
い
記
録

に
も
支
那
に
於
て
は
銀
よ
h
も
金
の
方
は
容
易
に
買
う
こ
さ
が
出
来
る
ご
云
ふ
記
事
が
腿
I
見
え
、
支
那
入
自
hr

メ
キ
V

T

M

鍬
ご
交
易
L
、
西
班
牙
人
は
丁
度
葡
萄
牙
人
は
日
本
か
ら
銀
を
支

ら
金
を
携
帯
し

τ?
で
7
に
赴
き
、

Engelbert Kaempfer， ibid. 11， s. 158. 
Oscar Munsterberg. ibid， S5. 192. J93. 194， 1叩， 208， 209'. 210. 21]， 214 

15) 

16) 

. -.' ..... 



那
に
聡
ん
し
た
徒
に
、

マ-一-フ
hr
ら
加
献
を
支
那
に
輸
入

L
た
ご
一
五
ム
喧
】
言
、
銀
は
メ
キ
V

2

及
び
ぺ
U
F

よ
り
規
則

正
し
〈

k
p
ピ

V
J

諸
島
に
総
入
苫
れ
、

日
本
に
謝
し
て
食
料
品

ω支
梯
ひ
、
支
那
に
劃
し
て
絹
織
物
の
支
梯
ひ
、

毛
片
ツ
カ
ズ
諸
島
に
制
到
し
て
香
料
の
支
梯
ひ
に
用
ゐ

ι一
れ
た
が
、
此
の
銀
の
貿
易
は
慕
に
重
要
な
も
の
で
、
西
暦

一
七
五
三
年
議
…
信
一
一
ハ
叫
に
於
て
も
西
班
牙
の
致
士
が
其
の
布
致
事
業
の
維
持

ω斜
め
に
、
毎
年
ペ
ル
れ
ら
二
百

古
内
ピ
ア
ラ
プ
片
(
千
五
十
高
級
?
恥
F

F

)

の
銀
を
積
載
せ
る
一
大
賞
舶
を
7

-

一
ラ
に
俊
詮
す
る
特
織
を
布

L
て
居
た

Z
云
ふ
と
ご
、
荷
崩
可
牙
人
は
日
本

ω鋭
を
支
那
に
於
て
金
正
交
易
(
、
之
を
欧
縦
巴
に
法
b
し
こ
己
は
、
恰
か
も

西
班
4
4
人
が
支
那
の
金
を
メ
キ
シ
コ
経
向
に
欧
羅
巴
に
法
ち
し
如
〈
で
あ
る
ご
云
ふ
こ
己
、
金
銀
等
が
盛
ん
に
日

本
か
ら
輪
出
さ
れ
し
償
問
、
金
銀
山
り
比
M

闘
の
閲
係
で
、
銀
は
印
皮
及
び
支
那
に
於

τ有
利
に
交
易
せ
ら
れ
、
此
等

の
諸
闘
に
於
て
銀
は
需
要
多
〈
、

一
度
総
入
せ
ら
れ
ん
か
、
戦
宇
ピ
か
奪
掠
正
か
に
依
る
外
に
は
、
之
を
取
返
ヘ

バ
タ
グ
キ
ア
の
町
も
亦
其
川
り

す
途
が
な
(
.

マ
カ
オ
の
町
並
(
の
も
の
も
会
〈
日
本

ω銀
に
依
っ
て
建
設
せ
ら
れ
、

後
同
じ
伐
に
日
本
の
銀
で
出
来
る
様
に
な
っ
た
正
一
五
ふ
こ
さ
、
叉
西
暦
一
五
四
二
年
か
ら
同
一
五
五
七
年
ま
で
の

時
期
に
於

τ、
葡
萄
牙
人
や
支
那
人
は
飯
に
日
本
に
於

τ活
設
な
貿
易
関
係
を
開
く
に
至
っ
た
が
、
共
の
輪
出
口
問

は
銀
、
食
料
品
、
家
具
及
び
銅
よ
h
成

h
L
こ
吉
、
支
那
人
は
常
に
銀
を
欲
求
し
て
己
ま
や
，
、
金
は
外
国
に
す
ら

も
交
付
し
た
£
云
ふ
こ
正
、
銀
の
西
班
牙
人
に
依
っ
て
メ
キ
ジ
ヨ
か
ら
支
那
及
び
?
ラ
ツ
カ
に
滅
入
L
た
額
は
拶

に
し
き
数
に
上
っ
た
こ
ご
、
葡
萄
牙
の
商
人
に
取
っ
て
、

日
本
に
於

τ銀
を
得
る
吉
一
五
ふ
こ
ご
は
、
金
を
得
る
ニ

f市

議

え

:!r. 

長
崎
刈
品
に
於
け
る
制
及
び
銀
の
支
那
愉
山
に
就
い
て

第
二
寸
大
地
廿

= 一

m 

~ 
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市

議

長
崎
氏
易
に
焼
け
る
訓
u
A
刊
日
掛
町
支
那
輸
出
に
就
い
て

第
二
十
六
缶

。
O 

= 

四

第

抗

ピ
よ
h
は
一
一
暦
重
要
で
あ
っ

τ、
彼
等
は
之
を
以

τ支
那
じ
於
て
直
も
仁
再
び
交
易
す
る
こ
Z
が
出
来
h
L
Z
云
ム

こ
吉
、
葡
萄
牙
の
私
商
は
日
本
に
於
て
銀
を
得
る
こ
己
仁
依
っ
て
莫
大
の
利
盆
を
得
、
其
の
銀
は
7

カ
オ
に
於
て

直
ち
に
且
つ
確
・
貨
に
資
捌
hr
れ
た

t
云
ム
こ
正
、
此
等
稲
荷
牙
の
忠
商
は
マ
カ
オ
及
び
近
傍
の
諸
地
に
殖
民
し

(
?
)
、
沿
序
貿
易
を
行
っ
て
居
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
は
銀
は
金
よ
り
も
放
唐
崎
要
求
苫
れ
、
欧
羅
巴
に
於
り

る
様
な
金
に
謝
し
て
非
常
に
有
利
な
聞
係
は
、
支
那
の
貿
易
上
に
於
て
は
、
何
等

ω意
成
も
な
か
っ
村
正
一
耳
ふ
こ

マ
カ
才
に
於
け
る
日
本
よ
り
の
総
入
は
濁
h
銀
よ
h
成・り、

此
の
銀
は
夏
に
支
那
仁
於
て
支
柚
酬
は
れ
た
ご
云
ム
ニ
ピ
な
ど
を
述
べ
、
一
見
に
進
ん
で
西
暦
一
五
九
九
年
(
慶
長
四

正
、
西
暦
十
七
世
紀
の
三
十
年
聞
の
貿
易
に
於
て
、

年
)
か
ら
同
一
六
三
五
年
(
寛
永
十
二
年
)
ま
で
三
十
六
年
間
に
葡
萄
牙
人
に
依
っ
て
日
本
か
ら
輪
出
き
れ
し
銀
は

五
宮
内
四
千
箱
に
及
び
、
之
に
同
一
ム
ハ
一
王
ハ
年
、
同
一
六
三
七
年
に
輪
出
さ
れ
し
四
千
箱
を
加
ふ
れ
ば
総
計
五
詩
人

千
箱
卸
も
五
千
八
百
高
岡
、
約
三
億
九
千
高
鋭
7

h

ク
の
銀
は
、
日
本
か
ら
葡
萄
牙
人
に
依
っ
て
輪
出
さ
れ
し
勘

定
ご
な
る
こ
己
、
英
の
外
英
吉
利
人
の
日
本
に
於
け
る
十
二
年
間

ω貿
易
に
依
っ
て
輪
出
苫
れ
し
鋭
は
一
年
二
百

五
十
箱
、
純
計
三
千
箱
印
も
三
百
高
耐
約
二
千
持
銀
マ
b
y

ク
に
慈
し
て
居
る
こ
ご
を
記
し
て
居
品
。

ミ
品

Y
Z
4
7
b
F
Jべ
wr

ヒ
ピ
操
る
古
、
和
隣
人
が
日
本
か
も
輸
出
し
た
銀
の
額
は
、
葡
萄
牙
人
吉
の
競
争
が
止
ん

で
か

E
増
加
し
、
西
暦
一
六
三
八
年
(
克
永
十
五
年
)
か
ら
同
一
六
四
一
年
(
寛
永
十
八
年
)
ま
で
の
年
々
の
輪
出
高

は
百
四
十
和
に
及
び
、
共
の
最
後
の
年
却
も
西
暦
一
六
回
一
年

ω輸
出
高
を
V

3

1

ド
ご
し
て
、
芸
の
後
は
輸
出
高

05car Mun5terberg. ibid. 55. 215. 216. 

Oscar Miinsterberg. ihicl. 5. 21ι 
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は
滅
じ
、
之
に
反
し
て
金
や
銅
の
輪
出
高
は
多
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
西
暦
一
ム
ハ
七
一
年
(
寛
文
十
一
年
)
ま
で

b

F

(

、『聖一
2
a

ゴ
一
十
年
間
り
毎
年
平
均
の
聡
出
高
は
五
百
箱
で
ゐ
っ
た
ご
一
五
ふ
ニ
主
で
あ
る
。
嘗
時
タ
グ
エ
F

ニエ

E
R
)
は
印
度
仁
在
b
J
τ

和
蘭
舶
が
日
本
か
ら
銀
を
積
載

L
て
来
た
の
を
目
撃
L
た
ご
云
ふ
こ
苫
で
め
る
。

嘗
時
日
本
の
銀
は
諸
外
岡
羨
望
一
の
的
で
あ
っ
た
。
プ
レ
イ
ル
及
び
ロ
バ

I
t
r
y
v
ニ
氏
の
ア
イ
リ
ピ

y
諸
島
誌

第
十
四
容
に
牧
録
せ
る
西
暦
一
六

O
六
年
、
同
一
六

O
七
年
の
コ
ン
デ
・
J
7
・
V

毛

λ

等
諸
宣
数
師

ωJ
フ
イ
リ
ピ

y

艇
尚
H
本
渡

J

航
に
闘
す
る
報
告
l
、
フ
イ
F
ピ
y
嶋
に
於
て
支
那
か
ら
買
っ
た
貨
物
を
日
本
仁
板
向
〈
れ
ば
.

本
よ
ち
巨
額
の
銀
は
得
ら
れ
、
叉
之
を
得
る
-
』
ご
が
出
来
、

そ
れ
に
け
西
班
牙
の
岡
家
人
民
的
宮
の
増
進
ご
な

b
-
少
〈
も
ペ
戸
及
び
見
エ
グ
ア
・
エ
旦
バ
ニ
ヤ
か
ら
フ
4
9
ピ
ン
に
銀
を
轍
迭
す
る
こ
ご
は
不
必
要
吉
な
h
、

司

A
fヲ
ア
・

Z

A

バ
ニ
ヤ
に
取
っ
て
も
、

ベ
ル
に
取
っ
て
も
・
亦
y
イ
リ
ノ
ピ

y
に
取
っ
て
も
刺
盆
ご
な
る
Z
云
ふ

こ
ど
、
商
抑
牙
の
船
舶
を
フ
イ
リ
ピ
y

よ
り
日
本
に
費
途
せ
し
む
る
こ
ご
は
、

日
本
の
船
舶
を

L
て
フ
4
9
ピ
ン

に
来
航
せ
し
む
る
よ
b
は
商
班
牙
に
取
っ
て
利
袋
で

フ
イ
リ
ピ
Y

よ
り
月
ヱ
グ
ア
・
ヱ
ス
川
ニ
ヤ
に
至
る
危
険

な
長
航
海
に
必
要
な
る
物
品
を
準
備
す
る
上
か
ら
昔
話
っ
て
も
過
賞
で
、

日
本
山
り
般
舶
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
来
れ
ば
‘

北
(
蕗
で
西
粧
牙
人
が
支
那
人
か
ら
買
っ
て
日
本
に
持
っ
て
往
っ
て
賀
h
捌
け
ば
利
金
を
得
ぺ
き
支
那
の
商
品
を
・

日
本
人
白
か
ら
直
接
に
支
那
人
か
ら
買
っ
て
徒
ら
に
其
の
依
段
を
騰
貴
せ
し
め
、

き
う
し
て
西
班
牙
の
般
舶
が
日

本
仁
往
り
ば
西
班
牙
人
の
得
べ
き
筈
で
ゐ
る
日
本
の
銀
を
、
坐
ら
仁
し
て
支
那
人
に
輿
へ
る
ご
云
ふ
こ

J

こ
じ
な
る

前

自主

第
二
十
大
谷

。

= 

ヨ1

長
崎
武
易
に
於
吋
る
銅
及
H
V
削
酬
の
支
那
輸
出
に
就
い
r

て

賀多

腕

日

Oscar Munsterberg， ibid， ~. 216ーTavernier，Beschreibungen der sechs 
Reisen， innerhalb -vierzig J;ぇhren，Genf 1681， muntze s. 5 
Blair and Robert~Dn! .The. Phil~pp凶e Islands. vol. XIV， Conde de 
L~e~os: passage of minionaries via the Ph出ppilr11l.S to ]apan. Madrid 
，6。ι1607
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抽

議

長
崎
河
晶
に
於
け
る
鋼
及
び
却
の
支
那
愉
出
に
就
い
て

O 

第
エ
十
大
巻

一
一
「
占
ハ

第

腕

ご
云
ム
意
見
が
遁
ぺ
て
あ
る
。

四

長
崎
貿
易
に
於
て
日
本
の
銀
が
支
那
に
総
入
さ
れ
し
-
』
ご
に
就
い
て
奉
考
古
な
る
こ

Z
は
、
西
暦
十
六
七
世
紀

間
支
那
人
が
ア
イ
リ
'
ピ
ン
烏

t
の
貿
易
に
於

τ
ヌ
エ
グ
ア
・
エ
ス
固
で
一
ヤ
か
ら
移
に
し
き
銀
を
支
那
に
輸
入
し
た

こ
己
で
あ
る
o

銀
山
町
、
総
求
は
賀
じ
支
那
が
外
国
貿
易
を
行
つ
わ
い
原
動
力
で
あ
っ
口
。
支
那
己
フ

4
9
ピ
ン
ピ
の
貿

易
は
貨
に
絹
、
磁
探
等
の
支
那

ω貨
物
正
銀
ご
の
貿
易
で
あ
っ
た
。
か
く
て
米
大
陸
の
銀
は
膨
に
し
〈
支
那
に
聡

入

t
た
の
で
ゐ
る
。

プ

V
4
庁
、

ロ
バ

l
ト
y
y
二
氏
の
編
謬
に
な
る
ヌ
イ
リ

J

ピ
ン
諸
島
誌
己
一
五
ふ
五
十
五
容

ω書
は
米
凶
が
フ
イ

9
ピ
ン
を
併
合
し
て
か
ら
西
班
牙
時
代
の
プ

2
1
9
ピ
ン
に
閲
す
る
西
組
牙
誌
の
文
書
を
蒐
集
、
制
罪
、
出
版
し
た

ヌ
且
グ
ア
-
L
Z
A
-
-

ヤ
か
ら
拶
に
し
き
銀
が

7
4
9
ピ
ン
を
通
じ
て
支
那

に
轍
入
3
れ
た
-
-
Z
は
分
か
る
。
院
に
西
膝
一
五
七
三
年
の
文
書
に
、
支
那
ご
の
貿
易
は
銀
全
以

τし
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
、
支
那
人
は
何
も
り
よ
'
り
も
銀
を
曾
重
し
て
居
る
ご
言
う
て
ゐ
る
。
同
一
五
七
四
年
の
文
書
に
は
支
那
人

も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
操
る
ご
、

は
共
の
フ
イ
ソ
ピ
ン
に
持
つ

τ来
る
絹
織
物
、
目
刷
、
磁
器
、
腕
机
、
装
飾
を
施
せ
る
箱
な
ど
に
代
へ
て
金
銀
を
持
出
す

ニ
ピ
、
其
の
金
銀
仁
封
す
る
慾
望
は
英
の
外
の
も
の
は
何
も
受
取
ら
な
い
耗
鋭
利
で
、

フ
イ
リ
ノ
ピ
V

よ
り
持
出
す

金
銀
の
方
は
四
高
「
ダ
カ
ッ
ト
」
(
巴
E
E
H
ω
)
を
超
え
た
正
云
ふ
こ
ご
で
ゐ
る
己
見
え
・
同
一
五
入
六
年

ω文
書
に
、

Blair and Robert5on. iLid， vol. 111. p. 212. Mexに 0. Dec. 5. 1573. Don 

Martin Enriqucz (Governor of New Spnin) to Felipe 11 
Ibid， vol. VI. p. 226， Mexico'， Jan. 9. 1574. Enriqnez to Felipe II. 
Ibid， vol. VI. p. 169， 1586 General Junta of Manila to the Council. 
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嘗
分
葡
萄
牙
人
の
ぺ
市
川
或
は
ヌ
エ
グ
ア
-
エ
ー
パ
-
一
ヤ
に
航
海

L
通
商
す
る
こ
ご
は
禁
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
彼

等
は
銀
を
支
那
、
東
印
度
比
ぴ
諸
外
国
に
持
出
す
か
ら
、
き
う
で
な
い
ご
此
の
地
(
ア
イ
7
ピ
y
)
は
破
滅
す
る
な

ら
ん
吉
見
え
、
ヌ
同
年
の
文
書
に
、
四
五
千
「
ベ

y
ス
」
内
外

ω銀
は
ヌ
エ
グ
ア
・
エ
エ
バ
ニ
ヤ
か
ら
7

ニ
ラ
に
来

る
が
、
そ
れ
は
マ
ニ
フ
か
ら
支
那
正
一
五
ム
外
闘
に
持
出
古
る
、
ご
か
、
支
那
の
泊
岸
一
帯
よ
・
9
津
山
の
船
舶
が
フ

f
y
ピ
ン
に
来
b
、
莫
大
の
利
様
、
親
切
な
待
泌
が
輿
へ
ら
れ
、
其
の
版
賓
日
間
に
代
へ
て
金
銀
を
受
け
取
っ
て
蹄

闘
す
る
の
で
ゐ
る
炉
ら
、
西
班
牙
人
炉
支
那
に
往
っ
た
腕
で
、
支
那
人
は
憤
放
の
念
hr
抱
〈
答
が
な
い
ご
か
、
』
得

年
比
の
地
(
y
イ
y
ピ
y
)
か
ら
支
那
に
出
で
行
〈
銀
は
三
十
高
「
ペ

Y

1
」
で
、
今
年
は
五
十
高
を
超
え
た
、
彼
等

の
此
の
地
仁
持
っ
て
来
る
も
の
は
其
の
図
の
糟
粕
で
、
持
っ
て
往
く
も
の
は
西
班
牙
王
闘
の
脂
肪
及
び
財
貨
で
あ

る
、
貿
易
に
依
り
奥
へ
ら
る
、
…
機
曾
を
利
し
て
諸
山
の
支
那
人
は
此
世
胞
に
来
る
の
で
ゐ
る
が
、
か
、
る
貧
弱
の
地

フ
イ
リ
ノ
ピ

y
か
ら
廉
倒
な
支
那
の
締
子
、
鍛
子
其
の
他
の
絹
織
物

は
磁
器
.
机
、
箱
、
扇
、
傘
な
ど
の
様
な
も
の
芯
共
に
昆
エ
グ
ア
・
エ
月
パ
-
一
ヤ
に
輸
入
さ
れ
、
西
班
牙
よ
り
一
家

に
取
っ
て
は
少
か
ら
5
る
損
害
で
あ
る
ご
か
、

る
絹
織
物
の
債
格
を
歴
泡
し
、
多
量
の
銀
塊
銀
貨
は
ア
イ

p
r
y
仁
持
出
古
る
、
が
、

ァ，
q
w
J
ピ
ン
に
留
ま
る
も

の
は
僅
か
に
其
の
一
部
分
で
、
主
(
の
他
は
凡
て
前
記
の
支
那
貨
物
を
携
へ
て
支
那
か
ら
フ
イ
リ
ピ
V

に
来
る
支
那

人
に
依
っ
て
支
那
に
持
出
古
る
、
の
で
あ
る
、
支
那
人
ご
の
貿
易
は
金
銀
だ
け
で
出
来
る
、
支
那
人
は
金
銀
以
外

の
も
の
は

E
ん
な
物
で
も
十
分
以
上
持
っ
て
腐
る
ご
見
え
て
居
る
。第

二
十
穴
谷

長
崎
武
晶
に
於
け
る
銅
及
び
離
の
支
那
輪
山
に
就
い
て

三
二
七

議

第

親

。

論

Ibid， yoI. VI， P.245， 1586， Manila Cabildo to l'elipe II; p. 262， 1586， 
The Alldience of Manila to Felipe 11; p. 269， rs:&6. Perlro C/O Rojas 
to Felipe 11 ; p. 280， meaSUTeS regarding trade with China， 1586， June， 
17， Madrid. Letter to Felipe II. 
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長
崎
貿
易
に
於
げ
る
調
車
刊
日
銀
の
支
那
輸
出
に
就
い
て

同
一
五
九

O
年
げ
文
書
に
、
若

L
西
印
度
よ
h
支
那
へ
の
航
海
が
許
き
る
、
な
ら
ば
、
此
の
王
国
(
西
印
度

)ω

論

叢

O 
四

第
二
十
大
巻

J、

傍

観

流
出
し
、
西
班
牙
に
は
一
文
も
往
か
な
い
様
に
な
る
で
あ
ら
，
フ
、
支
那
は
非
常
に
大

き
(
、

Y
」
れ
程
多
額
の
貨
幣
を
捻
っ
て
も
之
ご
交
易
す
る

rげ
の
貨
物
を
有
し
て
居
る
か
ら
‘
直
も
に
之
を
吸
放

す
る
で
あ
ら
う
古
見
え
て
居
る
。
同
一
五
九
一
年
の
文
書
げ
は
、
支
那
人
が
共
の
本
岡
よ
り
携
帯
せ
る
商
品
に
代

金
銭
貨
幣
は
奉
げ
て
支
那

へ
て
フ
イ

y
ピ
Y
よ
h
持
出
し
た
銀
は
精
々
二
十
寓
「
べ

Y

ス
」
か
ら
三
十
高
「
ペ

y
λ
」
ま
で
V
あ
っ
た
が
‘
現
今

そ
れ
が
二
十
高
「
ペ

y
z
」
に
上
る
様
に
な
っ

は
土
人
が
脊
修
吉
な
h
支
那
の
絹
織
物
を
買
う
様
に
な
っ
た
の
で
、

た
ご
一
耳
ふ
こ
ご
が
見
え
、
此
の
年
マ
エ
ラ
市
で
は
支
那
の
絹
織
物
を
着
る
こ
さ
を
禁
守
る
命
令
を
殺
し
た
己
云
ふ

こ
芭
で
あ
る
。
同
一
五
九
七
年
の
文
書
円
い
は
、
毎
年
百
高
の
金
銭
が
ヌ
エ
グ
ア
・
エ
且
バ
ニ
ヤ
よ
り
T

-

一
-7
に
来

る
が
、
凡

τそ
れ
は
異
数
回
幽
の
支
那
に
出
て
往
っ
て
仕
舞
う
E
云
ふ
こ
Z
M
Y

見
え
、
同
一
六
一
一
七
年
の
文
沓
伊
は

如
何
な
る
外
国
人
で
も
支
那
人
芭
貿
易
す
る
こ
ご
を
欲
す
る
場
合
に
は
、
何
時
で
も
其
の
貿
易
は
全
然
銀
を
以

τ

骨
岬
さ
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
、
和
闘
人
は
欧
羅
巴
よ
り
銀
を
持
つ

τ来
る
ご
一
式
ふ
こ
ご
は
殆
ん
ど
出
来
な
い
、

日
本
か

ら
銀
を
得
る
途
は
ゐ
る
が
、
そ
れ
も
支
那
の
商
品
を
以
て
交
易
す
る
に
非
れ
ば
出
来
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

支
那
貿
易
の
非
常
な
利
盆
が
あ
る
己
云
ふ
こ
ど
も
あ
h
、

一
は
日
本
じ
於
り
る
商
館
を
維
持
す
る
こ
さ
は
毛
W

ヅ

カ
ズ
、

ア
ム
ポ
イ
ナ
其
の
他
の
地
の
諸
僅
塞
の
需
要
口
問
食
料
品
を
供
給
す
る
上
が
ら
雪
一
回
つ
で
も
必
要
で
あ
る
吉
一
式

ム
ニ
芭
も
あ
り
、
出
来
得
る
限
b
の
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
講
じ
、
牽
梅
島
に
於
け
る
商
館
を
維
持

L
、
支
那
人
古
賀 』正

Ibid. vo1. VII. p. 202. J匂0._Portugal t!' F~lipe II 
Ibid. vo1. V!JI.'pp. 80-86. Ordinauce forb制】川gtl1e ][ndians to wear 
Chine-se stuffs. 
fbid. vol. X， p. '45. June ?4!. 1 597! A!Chl?isJ:iop_ of Manil~ to f~lip~ II 
Ibid. vol. XX1I， In Adv-isabIliti-of a Spainsh ~Post on the Island of 
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易
を
途
げ
ん
ご
す
る
こ
己
は
嘗
然
で
、

か
〈

τ和
蘭
人
は
富
力
を
惜
唱
し
終
に
マ
カ
デ
伊
』
破
滅
に
至
ら
し
め
、
ヌ
ァ

4
リ
ピ
ン
の
従
来
日
本
に
於

τ其
の
投
資
に
掛

L
僅
々
入
九
ゲ
月
間
で
普
通
百
プ
ロ
セ
y

ト
の
利
盆
を
奉
げ
て
居

た
総
な
支
那

ω生
糸
・
絹
織
物
の
貿
易
を
奪
ふ
に
至
る
で
ゐ
ら
う
、

マ
カ
才
及
び
7
イ
リ
'
ピ
ン
の
日
本
に
劃
す
る

此
の
貿
易
は
西
班
牙
の
援
助
せ
玄
る
べ
か
ら

F
る
重
要
事
な
る
こ
ご
は
注
意
金
要
す
、

そ
れ
は
諸
印
度
の
銀
を
費

消
し
て
、
支
那
に
港
ワ
て
仕
鮮
う
様
な
危
険
を
伴
う
一
も
の
で
は
な
い
¥
貿
易
般
を
リ
Z

ポ
ン
か
ら
印
度
の
航
路
に

依
っ
て
マ
ヂ
オ
に
航
海
せ
し
り
る
慌
に
す
れ
ぼ
よ
い
、

品
う
す
札
ば
銀
は
支
那
が
ち
油
開
碕
牙
に
、
又
2
A

エ
グ
ア
・

且
旦
バ
ニ
ヤ
が
ら
ア
イ
9
ピ
ン
に
、

足
早
グ
ア
・
エ
旦
パ
ユ
ヤ
に
総
入
ち
る
、

rげ
の
貨
物
の
代
田
閉
ざ

L
て
来
る

課
で
あ
る
、

マ
カ
オ
及
び
フ
ィ
リ
ピ
ン
仁
於
げ
る
日
本
貿
易
に
謝
す
る
投
資
の
代
償
は
日
本
自
身
の
銀
鱗
よ
h
出

づ
る
銀
に
て
支
抑
は
る
、
静
で
あ
る
ご
見
え
て
居
る
。

ロバ

l
ト
y
ン
二
氏
の
プ
イ

y
ピ
y
諸
島
誌
第
十
九
容
に
附
録

Z
L
て
牧
録
さ
れ
て
居
る
東
洋
諸

物
産
賀
町
長
直
段
書
げ
操
る
ご
、
支
那
で
横
絡
三
十
三
高
五
千
「
ベ

y
z
」
の
生
糸
{
宮
口
自
ι
E
J
4
畠
r
o三
宮
守

プ
レ

4
庁
、

四
戸
氏
)
、
縦
子
、
続
線
L
s
.
ゴ
市
ゴ
ラ
リ
〆
(
向
。
司
拘
O
B
D
)
、
天
鶏
級

(2-zご
な
ど
が
、
ベ
ル
の
7
7
で
三
百
十
七
高
「
べ

y
A
」
、
殆
ん
ど
十
倍
の
直
段
で
寅
れ
る
ご
云
ム
ニ

Z
で
、
西
訓
牙
王
は
之
を
フ
イ
η
ノピ
Y

か
ら
只
エ
グ
ァ
・
エ
λ

バ
ニ
ヤ
に
舶
載
せ

L
む
る
唱
』
正
に
依
っ
て
、
毎
年
純
利
二
百
為
「
ペ

y
λ
」
を
牧
な
る
こ
ご
が
出
来
る
さ
百
っ
て
ゐ

る
。
官
時
支
那
の
生
糸
、
絹
織
物
が
ど
れ
程
べ
戸
地
方
で
需
要
さ
れ
た
か
、
支
那
に
於
け
る
原
舗
は
下
直
で
あ
っ

畿

1 

節

税

諭

第
ニ
十
六
巷

ぐコ
ヨf

長
崎
刊
片
品
に
於
け
る
銅
及
川
げ
晶
の
支
那
輸
出
に
就
い
て

Formos.a， JLtan Cevicos. Madrid， Dec. 20， 1627・
Blair and Robertson， The PhilippiJle lalal1lds， vol. XIX (1白0-1621)， 
Prices of Oriental Pl'Oducts， pp. 304-306. 
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論

昆
崎
氏
肝
却
に
於
け
る
鋼
及
川
日
掛
申
支
那
抽
出
に
就
い
て

一O六

議

第
ニ
十
六
巻

三
三

O

第

凱

た
に
拘
は
ら
争
、

y-れ
日
い
け
旦
エ
グ
ア
・
エ
λ

バ
ニ
ヤ
な
Y
」
の
銀
が
支
那
に
流
入
し
た
か
ご
云
ふ
こ
ご
も
怨
像
き

れ
る
。猶

ほ
フ
イ
ソ
ピ
ン
諸
島
誌
、
西
暦
一
六
三

O
年
の
文
書
げ
は
、
支
那
は
世
界
に
於

τ最
も
強
盛
な
王
園

t
銀
は

此
の
闘
に
於
て
永
久
に
禁
鋼
Z
晶
、
故
に
、
世
界
の
金
庫
ピ
稀
し
て
も
よ
い
、
支
那
は
メ
キ
V

3

よ
り
六
十
六
年

聞
の
貿
易
に
依
っ
て
得
た
額
よ

h
以
上
の
銀
が
な
か
っ
た
ご
し
て
も
・
世
界
最
官
の
闘
ご
な
っ
て
居
る
笹
で
あ
る

の
に
、
支
那
の
メ
キ
ジ
コ
よ
り
得
た
る
高
は
其
の
銀
の
大
部
分
を
錯
す
も
の
で
は
な
い
、

メ
キ
ジ
コ
以
外
の
地
方

よ
り
メ
キ
ジ
コ
よ
り
得
た
る
高
以
上
の
銀
を
得
て
居
る
の
で
あ
る
、
支
那
人
は
世
界
の
如
何
な
る
人
稀
よ
り
も
銀

に
罰
す
る
食
欲
愛
着
の
情
が
強
い
、
之
は
偶
聞
で
な
〈
多
年
の
目
撃
質
験
の
請
で
あ
る
ご
見
え
、
同
一
六
三
七
年

の
文
書
口
も
、
支
那
は
欧
羅
巴
H
A
び
亜
細
亜
の
銀
の
線
漉
で
、

蓮
出
さ
れ
、

ヌ
エ
グ
ア
・
エ
且
パ
ユ
ヤ
の
銀
は
フ
イ
η
ノ
ピ
ン
に

品

目

ア

ア
イ
リ
ノ
ピ
ン
よ
り
宗
品
輔
の
敵
で
ゐ
h
J
、
叉
西
班
牙
王
の
敵
で
め
る
回
数
徒
其
の
他
の
田
県
教
徒
の
所
有

に
縛
蹄
し
、
結
局
支
那
に
流
注
し
て
、
永
久
に
閉
鎖
蓄
積
苫
れ
、
支
那
の
貨
物
は
其

ω代
り
に
附
静
化
し
く
ヌ
士
ク

ア
二
月
パ
品
ヤ
に
轍
入
苫
れ
、

ヌ
且
グ
ア
二
て
で
一
ヤ
よ
h

4

F

に
糟
輸
さ
れ
、
直
段
の
廉
な
る
怨
め
其
の
闘

巾
に
充
積

L
、
高
価
聞
な
商
班
牙
の
上
等
品
は
共
の
腫
迫
を
受
り
て
荷
主
は
大
損
害
を
兎
れ
な
い
ピ
見
え
、
同
}
六

泊

三
八
年
の
文
書
に
、
西
班
牙
王
は
7

-

一
-
フ
居
住
の
西
腕
牙
人
に
其
の
資
本
の
一
部
を
以
て
其
の
地
の
商
品
を
只
エ

グ
ア
・
で
コ
ニ
ヤ
に
轍
入
す
る
こ
子
伊
』
許
し
た
結
川
市
、
サ
Y

グ

V

イ(印

E
m
F
3
)
わ
M
割
前
一
昨
一
首
及
び
7

カ
オ
の

lbid. vol. ~3. pp. 193.194._ Fray IUfLl1 ~Ie Medina. History of the Au-
巨ustinianOrder -in tlie Philippin-e Jsland~ 
'ibid. vol. XXIV. pp. 148. -1-49， Juan G日 uy Monfakon. Procuratoc 
General of Manila. Madrid. 1637. 
Ibid. vo1. XXIX， pp. 70， 7r.-Admiral Don Hieronimo de Banuelos y 
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葡
萄
牙
商
人
は
日
々
彼
等
か
ら
名
義
を
借
・
9
受
付
、

フ
イ
サ
ノ
ピ

y
、
ヌ
エ
グ
ア
・
且
ス
パ
ユ
ヤ
閥
の
貿
易
を
自
由

に
行
ふ
・
』
ご
を
得
.

旦
エ
グ
ア
・
エ
且
パ
-
一
ヤ
及
び
ペ
戸
に
輸
送
し
た
商
品
は
近
年
莫
大

ω
分
量
に
遣
し
、
支
那

国
王
は
此
の
貿
易
に
依
b
整
録
せ
ら
る
、
ニ
正
な
〈
、
叉
西
班
牙
王
に
閥
税
を
梯
ふ
こ
ご
も
な
〈
、
支
那
に
輸
送

さ
れ
た
銀
塊
に
依
っ
て
宮
殿
を
修
造
す
る
を
得
た
正
見
え
、
叉
西
暦
一
六
七

O
年
か
ら
同
一
六
九
四
年
ま
で
の
士

V

ト
・
ア
ク
ガ
ス
-
プ
イ
y
敢
闘
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
於
け
る
活
動
を
書
ハ
ー
た
同
一
七
一
八
一
年
の
文
書
げ
も
、
支
那
賀

易
は
耳
エ
グ
ア
・
且
ス
パ
ニ
ヤ
か
ら
来
る
録

ω鋳
め
に
日
付
は
る
、
も
の
で
、

ア
イ
9
ピ
y
を
維
持
す
る
大
支
柱

で
、
此

ω地
に
生
命
を
賦
山
内
す
る
血
脈
で
あ
る
、
衣
服
必
要
の
材
料
は
、
精
巧
な
る
織
物
の
下
儒
件
か
ら
針
及
び

縫
糸
ま
で
も
、
又
全
世
界
に
於
て
到
底
模
倣
り
出
来
な
い
優
秀
品
ご

L
τ
有
名
な
磁
器
も
.
ヌ
薬
品
も
、
幽
百
一
蹴
な

る
時
帽
の
具
、
殊
に
世
界
に
冠
た
る
朱
も
支
那
か
ら
来
る
、
磁
採
の
原
料
及
び
粘
土
は
印
度
で
も
支
那
に
及
ば
な

ぃ
、
廉
債
で
且
つ
優
秀
な
家
具
で
支
那
よ
h
来
な
い
も
の
は
な
い
、
殊
に
日
本
の
製
造
口
仰
は
、
我
等
仁
劃

L
てみ」

然
貿
易
を
禁
合
ら
れ
て
居
る
日
本
正
自
由
仁
貿
易
を
行
ひ
っ
、
あ
る
支
那
人
に
依
り
支
那
よ
ち
聡
入
せ
ら
る
、
の

で
ゐ
る
ご
見
え

τ居
る
。

定

支
那
船
舶
が
長
崎
貿
易
に
依
り
日
本
か
ら
輪
出
し
た
銀
は
如
何
稗
で
あ
っ
た
か
。

新
井
白
石

ω本
朝
質
賃
通
用
事
略
に
、
根
擦
は
明
か
で
な
い
が
、

正
保
五
年
馴
ヰ
ト
山
内
問
炉
開
永
か
ら
賞
永

五品

畿

長
崎
氏
制
却
に
於
け
る
銅
及
刊
日
韓
の
支
那
輸
出
に
就
い
て

事

量~

O 
b 

部
ニ
十
六
巻

Carrillo， Relation of the Filipinas Jslands. 
Ibid， voJ. XLII. pp. 149， J 50， Casim;ro Diaz， Manila， 1718. The Au-
E【凶iniansin the Philippin民 1670-1694(frolll his Conqtlist田)
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長
崎
氏
易
に
於
け
る
銅
及
日
日
銀
の
支
那
輸
出
に
就
い
て

五
年
闘
世
話
相
年

liで
外
岡
に
輸
出
し
た
銀
ゆ
締
高
を
三
十
七
高
四
千
二
百
九
貫
目
俄
Z
計
算
し
て
居
る
。
ナ

ホ
ッ
ド
げ
表
に
繰
る
正
、
西
暦
一
六
四
人
年
印
ち
正
保
五
年
か
ら
、
和
蘭
人
が
銀
の
輪
出
を
禁

J

守
ら
る
、
に
至
っ

た
寛
文
十
二
年
の
前
年
却
も
西
国
脂
一
六
七
一
年
ま
で
十
九
年
間
一
明
輔
ト
忠
畑
悼
の
銀
の
総
輪
出
高
は
、
八
百
五
十

第
二
+
式
典
世

= 

ー

第

披

5面白

O 
A 

摂

二
高
人
百
十
一
一
一
雨
的
も
八
前
五
千
二
百
八
貫
目
俄
で
、
之
に
此

ω表
に
快
け
て
居
品
西
暦
一
六
六
四
年
の
輪
出
を

加
へ
て
も
、
恐
ら
く
九
高
貫
目
を
超
加
す
る
こ
Z
除
り
多
〈
は
な
い
で
あ
ら
う
。

ミ
ユ

V

Z

7

W

4

W

ヒ
に
擦
る

正
、
和
蘭
人
は
西
瞬
間
一
六
四
二
年
(
寛
氷
十
九
年
)
か
ら
、
銀

ω輪
出
を
禁
骨
ら
る
、
じ
至
っ
た
年
め
前
年
卸
も
西

暦
一
六
七
一
年
(
寛
文
十
一
年
)
ま
で
、
毎
年
中
均
五
百
箱
を
轍
出
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
之
に
憐
る
正
、
正
徳
五
年

印
も
西
暦
一
六
四
人
年
か
ら
和
繭
人
の
輪
出
し
た
銀

ω綱
高
は
一
千
前
向
雨
即
ち
十
高
貫
目
で
あ
る
。
十
世
両
貫
目
は

恐
ら
く
和
蘭
人
が

E
徳
五
年
以
後
聡
出
し
た
銀

ω最
高
限
を
一
不
す
も
の
で
あ
ら
う
。

き
う
す
る
正
、
三
十
七
高
四
千
二
百
九
民
同
か
ら
十
高
賞
目
を
差
引
い
た
二
十
七
高
四
千
二
百
九
貫
目
依
は
、

E
徳
五
年
か
ら
資
永
五
年
ま
で
六
十
一
年
間
に
支
那
人
の
輸
出
し
た
銀
の
締
高
ご
な
る
計
算
で
あ
る
。

此
の
間
寛
文
八
年
か
ら
十
一
年
ま
で
凹
年
問
、
支
邦
人
も
和
附
人
同
様
、
銀
の
輸
出
を
禁
壱
ら
れ
犯
の
で
あ
る

か
ら
、
詩
bJ
支
那
人
は
五
十
七
年
間
に
二
十
七
高
四
千
二
百
九
段
目
の
銀
を
日
本
か
ら
輸
出
L
K
誇
で
あ
る
o

換

言
す
れ
ば
毎
年
平
均
四
高
人
千
百
人
質
九
百
三
十
日
却
も
四
百
八
十
一
寓
八
百
九
十
三
雨
(
四
千
入
百
十
箱
徐
)
を

輸
出
し
た
誇
で
あ
る
。

Oskar Nachod， ibid， Beilage， 55. CCVlI， CCVIII， Si1h~l'-A田fuhr.34) 
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初

新
井
白
石
は
資
永
六
年
の
上
書
に
於
て
、
「
嵐
長
六
年
(
西
暦
二
ハ

O
一
年
)
か
ら
正
保
四
年
(
西
暦
一
六
四
七
年
)

ま
で
四
十
六
年
の
問
、
長
崎
奉
行
も
存
せ
ら
れ
中
候
時
分
に
、
異
図
口
取
行
泌
し
候
金
銭
の
数
は
、
正
保
五
年
よ

弘
り
去
年
ま
で
六
十
一
年
の
聞
に
取
行
候
数
よ
ち
は
、
猶
々
多
分

ω事
正
本
存
候
」
ピ
言
ひ
、
本
朝
質
賃
活
用
事
略

に
於
て
、
大
数
を
推
し
量
れ
ば
百
十
二
高
二
千
六
百
人
十
七
貰
日
除

ω銀
は
船
出
し
た
る
な
ら
ん
ピ
遮
ぺ
て
居

る。
前
述

ω
ミ
ユ
ン

A

7

W

ベ

Y

ヒ
の
計
算
に
械
る
正
、
制
術
牙
人
に
出
陣
つ
vL
輸
出
古
れ
し
高
は
西
日
脂
一
五
九
九
年

的
も
慶
長
四
年
か
ら
寛
A
十
四
年
(
西
岡
山
一
六
一
一
一
七
年
)
ま
で
五
十
入
高
見
目
、
寛
永
十
五
年
か
ら
十
八
年
ま
で
五

千
六
百
貨
目
・
寛
永
十
九
年
か
ら
寛
文
十
一
年
ま
で
十
五
高
貫
目

英
吉
利
人
十
二
年
間
の
日
本
貿
易
に
依
っ
て

総
出
さ
れ
し
高
は
三
高
賞
目
で
あ
る
。
和
朗
人
は
西
暦
一
六

O
九
年
唯
一
齢
制
作
、
判
始
め
て
日
本
仁
渡
来
し
て
か

ら

ミ
ユ
ン
ス
ア

F

4

P

ヒ
に
様
る
正
、
西
暦
一
六
一

O
年
、
同
十
一
年
に
は
一
綬
も
選
一
九
十
、
同
二
ハ
一
二
年

一
謎
一
昨
伸
一
ra
刷
か
ら
始
め
て
少
傾
な
が
ら
規
則
正
し
き
貿
易
を
行
ム
こ
苫
に
な
り
、
究
申
告
の
二
十
五
年
聞
を
遁
じ
、

毎
年
平
均
五
百
箱
総
計
一
高
二
千
五
百
箱
の
銀
を
輪
出
し
、
西
暦
一
六
三
八
年
(
寛
永
十
五
年
)
か
ら
同
一
六
四
一

年
(
寛
永
十
八
年
)
ま
で
四
年
間
毎
年
千
四
百
箱
総
計
五
千
六
百
箱
の
銀
を
輪
出
し
、
同
一
六
四
二
年
か
ら
は
毎
年

一
平
均
五
百
相
の
銀
を
輪
出
し
、
同
一
六
七
一
年
に
及
ん
だ
さ
云
ふ
こ
正
で
あ
る
o

苫
う
す
る
!
古
和
蘭
人
に
依
っ
て

正
保
四
年
却
も
西
暦
一
六
四
七
年
ま
で
仁
輸
出
さ
れ
た
惣
銀
高
は
二
寓
一
千
百
箱
帥
も
二
十
一
高
一
千
賞
目
を
超

論

議

長
崎
氏
易
に
於
け
る
銅
及
び
銀
自
支
那
輸
出
に
就
い
r

て

第
二
十
穴
住

一

黄島

号車

一O丸
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第
二
十
六
巻

告3

暁

三
三
回

論

O 

講

長
崎
武
易
に
於
け
る
銅

A
V銀
白
支
那
輸
出
に
就
い
て

加

L
て
も
依
り
多
い
こ
正
は
な

ν計
算
で
あ
る
。
ミ
ユ
ン
1

7

Y

べ
W

ヒ
じ
は
、
西
暦
二
ハ
一
二
年
和
蘭
が
始
め

τ少
額
な
が
ら
規
則
直
し
き
貿
易
を
行
子
』
ご
に
な
っ
た
年
一
年
に
け
の
銀
総
出
高
を
計
算

Lτ
居
な
い
が
、
そ

れ
は
計
算
す
る
程
の
額
で
は
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。
葡
猪
牙
人
の
慶
長
四
年
か
ら
正
保
四
年
ま
で
、
和
蘭
人
の
日

本
貿
易
を
始
め
し
時
か
ら
正
保
四
年
ま
で
に
輸
出
し
た
銀
高
及
び
英
吉
利
の
輪
出
L
た
銀
高
の
総
計
は
九
十
五
高

六
千
六
百
賞
目
ご
な
る
誇
で
ゐ
る
。
艇
長
一
元
年
(
西
暦
一
五
九
六
年
)
か
ら
慶
長
三
年
(
西
暦
一
五
九
八
年
)
ま
で
葡

萄
牙
人
の
輸
出
し
た
銀
高
は
、

ミ
ユ
ン
ス
ア

U
F

ぺ
W

E

が
西
暦
一
五
五
七
年
(
弘
治
三
年
)
か
ら
同
一
五
九
九
年

(
慶
長
四
年
)
ま
で
の
毎
年
の
貿
易
高
四
百
高
T

W

ク
の
二
十
五
プ
ロ
セ
Y

ト
が
銀
の
輪
出
高
で
ゐ
っ
た
言
言
っ
て

居
る
計
算
に
基
づ
き
、

一
聞
を
六
マ

p
p
、
七
五

t
L
T
計
算
す
る
時
は
四
十
四
高
四
千
耐
卸
も
四
千
四
百
四
十

貫
目
正
な
る
。
之
を
合
計
す
れ
ば
九
十
六
両
一
千
四
十
貫
目
ご
な
る
。
之
を
新
井
白
石
の
推
量
せ
る
大
数
百
l
ニ

高
二
千
六
百
八
十
七
賞
目
よ
h
差
引
き
た
る
十
六
宮
内
千
六
百
四
十
七
貫
目
は
慶
長
元
年
か
ら
正
保
四
年
ま
で
支
那

人
の
総
出
し
た
銀
の
惣
高
記
な
る
勘
定
で
あ
る
。
(
完
)
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